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バ
ブ
ル
景
気
ま
っ
た
だ
中
の
昭

和
六
三
年
、
坂
井
市
内
の
不
動
産

業
者
が
旧
清
水
町
田
尻
栃
谷
地
係

に
住
宅
団
地
開
発
を
計
画
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
予
定
地
は
市
街
化

調
整
区
域
、
都
市
計
画
法
（
第
七

条
以
下
）
に
よ
り
開
発
が
で
き
な

い
区
域
だ
っ
た
た
め
県
の
許
可
が

下
り
な
か
っ
た
。 

こ
れ
に
困
っ
た
不
動
産
業
者
は 

              
清
水
町
と
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
隣

接
す
る
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
と
予
定

地
を
つ
な
ぐ｢
開
発
区
域
内
の
２

号
道
路｣

と｢

開
発
区
域
外
の
進
入

道
路｣

、
幅
九
㍍
道
路
を
造
れ
ば
開

発
可
能
な
市
街
化
区
域
に
な
る
と

聞
き
、
道
路
建
設
を
含
め
た
開
発

計
画
に
変
更
し
た
。 

平
成
三
年
十
二
月
、
開
発
予
定

地
の
田
尻
栃
谷
地
区
長
と
不
動
産

業
者
が
完
全
施
工
等
に
万
全
を
期

す
た
め
に
清
水
町
立
会
の
下
、｢

宅

地
造
成
工
事
協
定
書｣

を
交
わ
し 

     

た
。
こ
の
協
定
書 

に
も
『
グ
リ
ー
ン 

ハ
イ
ツ
へ
の
取
付 

道
路
は
清
水
町
お 

よ
び
田
尻
栃
谷
区 

と
十
分
協
議
の
う 

え
、
施
工
す
る
。 

用
地
買
収
等
に
つ 

い
て
は
不
動
産
業 

者
が
こ
れ
に
あ
た 

る
』
と
あ
る
。 

 

こ
の
際
、
取
付 

道
路
用
地
の
と
り 

ま
と
め
と
買
収
を 

地
元
男
性
に
任
せ
、 

不
動
産
業
者
が
買 

い
取
っ
た
上
、
最
終
的
に
は
町
が

町
道
と
し
て
施
工
、
管
理
す
る
こ

と
で
三
者
の
合
意
が
で
き
て
い
た
。 

 

平
成
四
年
九
月
、
県
の
開
発
許

可
が
下
り
、
不
動
産
業
者
は
宅
地

造
成
に
着
工
。
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ 

                     

の
後
背
丘
陵
の
南
斜
面
を
造
成
し
、

分
譲
区
画
数
約
一
三
〇
区
画
の
工

事
が
進
め
ら
れ
た
。 

 

平
成
八
年
十
月
、
宅
地
部
分
が

完
成
し
た
不
動
産
業
者
は
取
付
道

路
の
工
事
を
し
な
い
ま
ま
、
県
に 

業
者
の
た
め
の
県
、
自
治
体
か
！ 

お
役
所
と
は
こ
ん
な
に
い
い
加
減
な
と
こ
ろ
か
。
市
街
化
調

整
区
域
の
た
め
住
宅
団
地
開
発
が
で
き
な
か
っ
た
業
者
に
清

水
町
は
策
を
与
え
、
開
発
条
件
で
あ
る
道
路
を
整
備
し
な
い

ま
ま
、
清
水
町
の｢
確
約
書｣

だ
け
で
県
は
『
工
事
検
査
済
証
』

を
交
付
。
業
者
は
分
譲
を
開
始
し
利
益
を
得
て
も
、
道
路
は

未
完
成
。
町
と
業
者
が
交
わ
し
た｢

協
定
書｣

。
合
併
し
た
福

井
市
と
交
わ
し
た｢

覚
書｣

…
？ 
住
民
無
視
も
甚
だ
し
い
。 

 宅
地
開
発
の
経
緯 

開
発
業
者
は
す
で
に
解
散 
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宅
地
開
発
工 

事
の
完
了
届 

を
提
出
し
た
。 

時
同
じ
く
し 

て
、
清
水
町 

は
県
に
大
坂 

春
松
町
長
名 

義
の
〝
確
約 

書
〟
を
提
出
。 

確
約
書
に
は 

「
２
号
道
路 

を
清
水
町
が 

施
工
す
る
」 

と
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
県
は

開
発
計
画
の
『
工
事
検
査
済
証
』

を
交
付
し
た
。 

 

県
の
工
事
検
査
済
証
が
交
付
さ

れ
た
た
め
、
取
付
道
路
が
整
備
さ

れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
不

動
産
業
者
は
住
宅
団
地
「
ホ
ー
プ

タ
ウ
ン
田
尻
」
と
銘
打
っ
て
分
譲

地
を
大
々
的
に
売
り
出
し
た
。 

 

県
が
工
事
検
査
済
証
を
交
付
し

て
か
ら
五
年
半
も
経
過
し
た
平
成

一
四
年
四
月
、
清
水
町
と
不
動
産

業
者｢

ホ
ー
プ
タ
ウ
ン
田
尻｣

開
発

事
業
に
伴
う
取
付
道
路
に
関
す
る 

             

協
定
書
を 

締
結
。
協
定
書
に
は
、
締
結
が
遅

れ
た
理
由
を
「
県
が
工
事
検
査
済

証
を
交
付
す
る
以
前
に
協
定
す
べ

き
も
の
で
あ
る
が
、
用
地
交
渉
等

が
難
航
し
、
協
定
書
の
調
印
ま
で

至
ら
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
ホ
ー
プ
タ
ウ
ン
田
尻

と
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
一
〇
丁
目
を

連
絡
す
る
道
路(

取
付
道
路)

は
不

動
産
業
者
が
用
地
取
得
を
行
い
、

清
水
町
が
協
力
す
る
。
用
地
取
得

費
は
不
動
産
業
者
が
全
額
負
担
、

工
事
費
は
国
、
県
の
補
助
金
が
受

進入道路予定地 

清水町が県に提出した確約書 
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け
ら
れ
る
場
合
は
五
〇
％
清
水
町

が
負
担
し
、
完
成
を
平
成
一
六
年

三
月
目
標
と
す
る
と
決
め
て
い
る
。 

 
平
成
二
十
年
四
月
現
在
、
ホ
ー

プ
タ
ウ
ン
田
尻
に
は
七
九
世
帯
、

二
八
一
人
が
居
住
す
る
が
、
開
発

条
件
で
あ
る
取
付
道
路
は
未
完
成
。

取
付
道
路
用
地
は
計
画
当
時
と
何

ら
変
わ
ら
ず
手
つ
か
ず
の
状
態
で

あ
り
、
住
宅
団
地
開
発
を
計
画
し

た
不
動
産
業
者
は
不
景
気
の
中
、

解
散
し
て
し
ま
っ
た
。 

    

開
発
計
画
に
あ
る
道
路
整
備
が

未
完
成
で
は
、
不
動
産
業
者
は
宅

地
部
分
が
完
成
し
て
も
分
譲
す
る

こ
と
は
で
き
ず
莫
大
な
損
益
を
出

す
。
清
水
町
が
確
約
書
を
県
に
提

出
し
た
だ
け
で
業
者
は
分
譲
が
可

能
に
な
り
、
大
き
な
利
益
を
得
た
。 

清
水
町
は
県
に
道
路
施
工
の
確

約
書
を
提
出
し
な
が
ら
未
だ
履
行

し
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
清
水

町
が
業
者
の
言
い
な
り
、
業
者
の

利
益
の
た
め
に
動
い
た
こ
と
に
な 

               

る
。
行
政
は
一
部
の
者
の
奉
仕
者

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

福
井
市
に
隣
接
す
る
ベ
ッ
ド
タ

ウ
ン
と
し
て
人
口
増
を
目
標
に
掲

げ
て
い
た
清
水
町
は
、
で
き
る
だ

け
早
く
宅
地
分
譲
を
開
始
さ
せ
た

い
た
め
に
県
に
確
約
書
を
提
出
し

た
と
清
水
町
と
合
併
し
た
福
井
市

が
議
会
で
説
明
し
て
い
る
が
、
確

約
書
を
提
出
し
た
か
ら
に
は
道
路

を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
だ
。 

                

さ
ら
に
、
県
は
開
発
条
件
で
あ

る
道
路
工
事
が
完
成
し
て
い
な
い

の
に
、
な
ぜ
清
水
町
の
確
約
書
だ

け
で
『
工
事
検
査
済
証
』
を
交
付

し
た
の
か
、
万
人
に
は
納
得
い
か

な
い
。 

清
水
町
は
取
付
道
路
の
一
部
、

開
発
地
域
内
の
道
路
を
施
工
す
る

と
約
束
し
た
だ
け
。
そ
れ
だ
け
で

検
査
済
証
が
交
付
さ
れ
た
。
ホ
ー

プ
タ
ウ
ン
田
尻
と
グ
リ
ー
ン
ハ
イ

ツ
を
つ
な
ぐ
道
路
を
整
備
し
な
い 

               

と
市
街
化
調
整
区
域
の
た
め
開
発

で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
市
街
化

区
域
、
市
街
化
調
整
区
域
は
一
体

何
の
意
味
を
成
す
の
か
。
何
の
た

め
の
都
市
計
画
法
な
の
か
分
か
ら

な
い
。 

自
治
体
が
約
束
し
た
か
ら
、
開

発
条
件
が
ど
う
で
あ
れ
印
を
押
し

た
の
か
。
ま
さ
に
〝
め
く
ら
伴
〟
。

業
者
の
た
め
の
工
事
検
査
、
業
者

の
た
め
の
〝
県
〟
。
こ
れ
こ
そ
、

『
官
業
癒
着
』
に
他
な
ら
な
い
。 

住宅団地｢ホープタウン田尻｣開発事
業に伴う取付道路に関する協定書 

得
を
し
た
の
は
業
者
だ
け 

ま
さ
に｢

官
業
癒
着｣ 
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平
成
一
四
年
一
二
月
、
取
付
道

路
用
地
の
買
収
を
任
さ
れ
て
い
た

男
性
は
不
動
産
業
者
と
県
、
清
水

町
を
相
手
に
、
買
収
代
金
の
支
払

い
を
求
め
る
訴
え
を
福
井
地
裁
に

起
こ
し
た
。 

 

こ
の
男
性
は
清
水
町
が
道
路
工

事
の
確
約
書
を
県
に
提
出
す
る
こ

と
で
宅
地
分
譲
を
援
助
し
、
県
は

道
路
が
未
完
成
な
の
に
工
事
検
査

済
証
を
交
付
し
た
な
ど
と
し
て
、

不
動
産
業
者
と
と
も
に
損
害
賠
償

を
す
る
義
務
が
あ
る
と
訴
え
た
。 

 

一
審
で
は
、
清
水
町
と
合
併
し

こ
の
提
訴
を
引
き
継
い
だ
福
井
市

と
県
に
対
し
て
は
請
求
が
棄
却
さ

れ
、
不
動
産
業
者
に
対
し
て
は
土

地
買
収
の
報
酬
等
の
一
部
支
払
い

を
命
じ
る
と
判
決
が
下
っ
た
。 

こ
れ
を
不
服
と
し
、
男
性
は
控

訴
。
平
成
二
〇
年
四
月
名
古
屋
地

裁
金
沢
支
部
が
男
性
と
不
動
産
業

者
、
福
井
市
に
対
し
和
解
勧
告
、

同
年
九
月
和
解
が
成
立
し
た
。 

不
動
産
業
者
は
男
性
に
和
解
金

と
損
害
賠
償
を
支
払
う
こ
と
で
和

解
し
た
が
、
現
在
に
至
っ
て
も
不

動
産
業
者
か
ら
は
何
の
支
払
い
も

な
い
。 

 

一
方
、
福
井
市
は
「
平
成
八
年

一
〇
月
一
四
日
付
の
清
水
町
長
名

義
の
確
約
書
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

不
動
産
業
者
と
協
力
し
て
２
号
道

路
の
整
備
完
成
お
よ
び
進
入
道
路

建
設
に
努
め
る
」
こ
と
で
和
解
が

成
立
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
道
路
整

備
に
着
手
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の

計
画
も
な
い
。
こ
れ
で
は
、
男
性

が
控
訴
ま
で
し
た
意
味
が
な
い
。 

            

福
井
市
は
和
解
に
際
し
、
清
水

町
と
不
動
産
業
者
の
間
で
交
わ
さ

れ
て
い
た
協
定
書
、
２
号
道
路
の

整
備
完
成
お
よ
び
進
入
道
路
建
設

に
関
す
る
協
力
を
確
認
す
る
『
覚

書
』
を
東
村
新
一
福
井
市
長
と
不

動
産
業
者
間
で
交
わ
し
て
い
る
が
、

今
と
な
っ
て
は
何
の
た
め
の
覚
書

な
の
か
。 

不
動
産
業
者
が
協
定
を
履
行
し

な
い
か
ら
、
道
路
整
備
が
で
き
な

い
。
こ
れ
が
、
福
井
市
の
言
い
分

か
。
ホ
ー
プ
タ
ウ
ン
田
尻
の
住
民

は
、
福
井
市
の
市
民
で
あ
る
。
こ

の
ま
ま
う
や
む
や
で
終
わ
っ
て
し 

 

           

ま
う
の
で
は
納
得
で
き
な
い
。 

控
訴
事
件
に
ま
で
発
展
し
た
根

本
の
原
因
は
、
県
が
市
街
化
調
整

区
域
に
取
付
道
路
を
造
ら
ず
宅
地

開
発
し
た
造
成
工
事
に
『
工
事
検

査
済
証
』
を
交
付
し
た
こ
と
に
あ

る
。
男
性
が
起
こ
し
た
裁
判
で
棄

却
さ
れ
た
か
ら
、
県
は｢

何
ら
責
任

は
な
い｣

と
言
う
の
か
。
机
上
に
書

類
さ
え
揃
っ
て
い
れ
ば
、
許
可
を

下
す
の
か
。
県
は｢

こ
れ
が
当
た
り

前｣

で
は
、
法
律
も
何
も
あ
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
県
の
責
任
の
下
、

福
井
市
と
協
力
し
て
取
付
道
路
を

建
設
す
べ
き
で
あ
る
。 

宅
地
分
譲
か
ら
十
三
年
が
経
過

し
た
今
も
、
取
付
道
路
は
整
備
さ

れ
て
い
な
い
。
宅
地
を
購
入
し
た

住
民
、
七
九
世
帯
、
二
八
一
人
が

損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
住
民
無
視
の
県
、
福
井
市
、

旧
清
水
町
の
責
任
は
大
き
い
。 

 

バ
ブ
ル
期
に
県
内
各
地
で
宅
地

開
発
が
進
め
ら
れ
た
が
、
県
の
工

事
検
査
済
証
交
付
は
適
正
だ
っ
た

の
か
と
疑
い
た
く
な
る
。 

 

福井市が不動産業者と交わした覚書 

県
、
町
、
業
者
を
訴
え
る 

県
は｢

責
任
な
し｣

か
！ 
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